
TBBPA に関する BSEF の声明 

2008.3.04 

 

 BSEF（Brussels, Belgium）は、TBBPA に関する欧州での現状をまとめて下記のように発表した。 

また、何故 BSEF がこの時期にこのような声明を出したのかの背景を説明する。 
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反応型 

添加型 

TBBPA は臭素系難燃剤の中で一番多い 

リスク評価は最終局面にあるが、なんら製造・使用上の法的制限はない 

リスク評価の最終として、欧州委員会の最終見解が、

Official Journal(官報)に 08 年 6 月に発表され、そ

の結果が REACH に反映される予定 



再掲 
またまた Non-BFRs との動きが始まったのか？ 

～ 米系 PC メ－カ－の情報をベ－スに ～ 

2007.8.09up 

 

In line with Dell's Chemical Use Policy, the Precautionary Principle and with consideration for Chemicals 
for Priority Action identified by the Convention for the Protection of the Marine Environment of the NE 
Atlantic (OSPAR), Dell's goal is to eliminate the use of all brominated flame retardant chemicals in our 
products, worldwide.      

( http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/dell_bfr )  
 

この書き出しの文章 OAPAR条約の現状認識から誤っている。 EUリスク評価が現実的な力を発揮しだ

した 2000 年ころから、またEUのRoHS指令が現実のものとなって以降、スウェ－デン政府らの動きは以前の

ものとは変わってきている。 OSPAR条約の主たるプレ－ヤ－であるスウェ－デン政府も例えばDeca-BDE
やTBBPAなどの電気製品（RoHS指令対象製品）への禁止との動きは見られていない。 ただEUに加盟して

い な い ノ － ル ウ ェ イ に お い て こ う し た 動 き が あ る こ と は 、 既 報 の 通 り で あ る 。 

http://www.bsef-japan.com/index/2007/06/12-163758.html  

 

先ずは、http://www.bsef-japan.com/qa.html#18 のQ. 18 に目を通して欲しい。 

 

具体的にいくつかのポイントについて説明をしよう。先ず、こうした情報に対して、どのような対応をした

らよいのであろうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事は、去る７月 27 日 日本経済新聞（夕刊）に東京大学教授 吉川 洋氏が書かれたものである。客

観的な基準を持つ自然科学の場合とそうでない場合についての「無形の論理」について述べられている。 

では、臭素系難燃剤のリスク評価は、「客観的な基準」の下に実施されたのか、されなかったのか？ 

 

Dell の意見に出て来る「Precautionary Principle」にも触れつつ解説を試みる。 
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http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/prod_design?c=us&l=en&s=corp&%7Esection=016
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/dell_bfr
http://www.bsef-japan.com/index/2007/06/12-163758.html
http://www.bsef-japan.com/qa.html#18


予防原則について 

 先ず、識者の使う「予防原則」との言葉について。 前安井国連大学副学長の個人的な HP より、「多摩リ

サイクルプラ中間処理施設その２ 07.29.2007」 

           http://www.yasuienv.net/TamaPlaWaste2.htm  
 

井先生の注） ＥＵというと、なんでも予防原則だと思うかもしれないが、実際の適用は、そのタイ

 

スク評価について 

が有名ですが、日本においても進みつつあります。 

 

本でのリスク評価の新しい、あり方として、「技術の社会的な受容性研究」として（独）産業技術総合研究

ある行為に付随してリスクが発生する可能性が科学的に予想
される場合、リスクと行為との因果関係に不確定性があるこ
とを理由として、対応をしないことを許容すべきでない

Ⅲ

タイプⅠとⅢの中間Ⅱ

ある行為に付随して未知のリスクがわずかでも推定されると
きには、それを行わないというものⅠ

説明タイプ

ある行為に付随してリスクが発生する可能性が科学的に予想
される場合、リスクと行為との因果関係に不確定性があるこ
とを理由として、対応をしないことを許容すべきでない

Ⅲ

タイプⅠとⅢの中間Ⅱ

ある行為に付随して未知のリスクがわずかでも推定されると
きには、それを行わないというものⅠ

説明タイプ

安

プ３の対応をしているのが実情。タイプ１だけが予防原則だと思うと、大間違いなの

だ。何回も「科学的」という言葉が出てくるのだ。  

リ

 リスク評価は、EU の場合

■ ある化学物質への疑問

↓
■ リスク評価

↓

■ リスク管理

　　＊　製造・使用の禁止　（主として、製造者によるコントロ－ル不能な場合）

　　＊　ライフサイクル分析による主たる発生源（曝露源）でのコントロ－ル
　　＊　経済・社会（ある場合、ない場合の比較）
　　＊　代替品の有無及びリスク比較

★ 質量分析による測定法の開発
★ 毒性評価の標準化
★ テストガイドライン
★ 測定機関の規格化 （GLP)
★ リスク評価手法の開発

予防的な処置

　　⇒　予防原則

↓
■ リスク評価

↓

■ リスク管理

　　＊　製造・使用の禁止　（主として、製造者によるコントロ－ル不能な場合）

　　＊　ライフサイクル分析による主たる発生源（曝露源）でのコントロ－ル
　　＊　経済・社会（ある場合、ない場合の比較）
　　＊　代替品の有無及びリスク比較

■ ある化学物質への疑問

★ 質量分析による測定法の開発
★ 毒性評価の標準化
★ テストガイドライン
★ 測定機関の規格化 （GLP)
★ リスク評価手法の開発

予防的な処置

　　⇒　予防原則

日
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http://www.yasuienv.net/TamaPlaWaste2.htm


所 化学物質リスク管理研究センタ－ （略称 AIST CRM）は、以下の報告を最近いたしました。 詳しく

は、 http://unit.aist.go.jp/crm/NL/20_p6.htm をご覧ください。 

  

 この研究成果は、外部の方の検討を経て、近い将来発表されることになっています。主として Deca-BDE に

ようにして反映されるのか？ 

 

上図は、去る０７年６月に BSEF 主催で行ったセミナ－の際、日本化学品工業協会より説明をいただいた

代表される臭素系難燃剤を中心に、広く他の難燃剤（例えばリン系難燃剤）や難燃剤を使用しない場合など、

評価ポイントを揃えての比較等新しい試みもなされる予定である。 

   ⇒ 08 年 3月に公開と聞いている 

 

リスク評価は、リスク管理にどの
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http://unit.aist.go.jp/crm/NL/20_p6.htm


臭素系難燃剤の「化学物質安全性点検」 

 

 

図ではまだ点検の終了していないものもあります。これらは、 

として、継続

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.bsef-japan.com/qa.html#18 Q.22 を参照ください。 

上

Ｊａｐａｎチャレンジ等により
　　　　　　　　既存化学物質の点検は進んでいます

http://www.meti.go.jp/press/20050601002/j-challenge-set.pdf
的に点検をされ、公表される予定になっています。 
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結論 

 欧州、スウェ－デンに端を発した臭素系難燃剤全般への疑問は、EU リスクアセスメントなど各国の「科学

----------------------------------------------------------------------------- 

参考資料 

 

. 先行している欧州の臭素系難燃剤のリスク評価結果 （‘08.2.29 現在） 

EU リスク評価結果 欧州連合の法的対応 

的な」評価を経て、法・政治的には、例えば、REACH のような法的な仕組みを経て最終的に決定及び見直し

が行われます。 もはや初歩的な「予防原則（タイプ 1）」での対応―― Dell 社の場合－ではなく、ＥＵの

「ＲＥＡＣＨ」への対応の方が「科学的」まはた「客観的な基準」への対応であることをご理解願えれば幸

いです。 

 

1

 

主たる難燃剤 
代表的な 

生態リスク 健康リスク
業界の対応 

生産・使用 
ク

CAS＃ 
リサイ

ル 

PBB 
13654-09-6 非実施 生産中止 

（00 年） 

Penta-BDE 32534-81-9 

Octa-BDE 32536-52-0 

蓄積性が高く健康リスクの不確

年） 

RoHS 指令及び

実性がある 

生産中止 

（最終 08

46/796/EEC によ

る生産・使用の中

止 

Deca-BDE 1163-19-5 問題なし、但し曝露削減を 

79-94-7 高濃度の場合、水

棲生物への影響懸

念 

TBBPA 

TBBPA 派生品 注 1参照 なし 

問題なし 

全世界で生産・使

問題

用の制限なし 

HBCD 25637-99-4 ラフト発表（2007.11）

VECAP を開始 

？ 注 3. 

WEEE 指令

評価済、ド

（注 2 参照） 

に よ り 臭

素 系 難 燃

剤 含 有 樹

脂、部品当

の 分 離 処

理 

 

注1. TBBPA 派生品（EU リスク評価で検討）とは？ ( )内代表的な CAS＃ 

trabromobisphenol-A bis(2,3-dibromopropyl ether)   21850-44-2 
 

Te

Tetrabromobisphenol-A bis(allyl ether)  25327-89-3 
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Tetrabromobisphenol-A bis(2-hydroxyethyl ether) 4162-45-2 

 
Tetrabromobisphenol-A brominated epoxy oligomer 68928-70-1 

 

 

Tetrabromobisphenol-A carbonate oligomers 94334-64-2,  71342-77-3 
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注2. とは？ 

http://www.bsef-japan.com/index/files/HBCD%20VECAP%2807.1.22%29.pdf 参照 

注 3. HBCD は日本では、第１種監視化学物質として指定され、既存化学物質の点検で、「高度捕食動物

影響」も実施され、NOAEL＝10.2mg/kg/day との試験結果も得られたが最終的な判断はまだされおらず、

従って、生産・使用上の制限はない。 

 

以上 

VECAP＝Voluntary Emission Control Action Program

への
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